
一

（
内
閣
委
員
会
）

特
定
受
託
事
業
者
に
係
る
取
引
の
適
正
化
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関
す
る
法
律
案
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二
三
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
受
託
事
業
者
」
と
は
、
業
務
委
託
の
相
手
方
で
あ
る
事
業
者
で
あ
っ
て
従
業
員
を
使
用
し
な

い
も
の
を
い
い
、
「
業
務
委
託
事
業
者
」
と
は
、
特
定
受
託
事
業
者
に
業
務
委
託
を
す
る
事
業
者
を
い
い
、
「
特
定
業
務
委

託
事
業
者
」
と
は
、
業
務
委
託
事
業
者
で
あ
っ
て
従
業
員
を
使
用
す
る
も
の
を
い
う
。

二
、
業
務
委
託
事
業
者
は
、
特
定
受
託
事
業
者
に
対
し
業
務
委
託
を
し
た
場
合
は
、
特
定
受
託
事
業
者
の
給
付
の
内
容
、
報
酬

の
額
、
支
払
期
日
等
を
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
特
定
受
託
事
業
者
に
対
し
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
特
定
業
務
委
託
事
業
者
は
、
特
定
受
託
事
業
者
の
給
付
を
受
領
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
の
期
間
内
に
お
い
て
、
か

つ
、
で
き
る
限
り
短
い
期
間
内
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
支
払
期
日
ま
で
に
報
酬
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
特
定
業
務
委
託
事
業
者
は
、
政
令
で
定
め
る
期
間
以
上
の
期
間
行
う
業
務
委
託
を
し
た
場
合
は
、
特
定
受
託
事
業
者
の
責

め
に
帰
す
べ
き
事
由
が
な
い
の
に
、
特
定
受
託
事
業
者
の
給
付
の
受
領
を
拒
む
こ
と
等
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

五
、
特
定
業
務
委
託
事
業
者
は
、
広
告
等
に
よ
り
特
定
受
託
事
業
者
の
募
集
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
と
き
は
、
虚
偽
の
表



二

示
又
は
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る
表
示
を
し
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
正
確
か
つ
最
新
の
内
容
に
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
、
特
定
業
務
委
託
事
業
者
は
、
特
定
受
託
事
業
者
が
育
児
介
護
等
と
両
立
し
つ
つ
継
続
的
業
務
委
託
に
係
る
業
務
に
従
事
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
、
特
定
業
務
委
託
事
業
者
は
、
特
定
受
託
業
務
従
事
者
に
対
す
る
性
的
な
言
動
等
に
よ
り
、
そ
の
就
業
環
境
を
害
す
る
こ
と

の
な
い
よ
う
、
相
談
に
応
じ
、
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八
、
特
定
業
務
委
託
事
業
者
は
、
継
続
的
業
務
委
託
に
係
る
契
約
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
等
に
は
、
少
な
く
と
も
三
十

日
前
ま
で
に
、
そ
の
予
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

九
、
公
正
取
引
委
員
会
、
中
小
企
業
庁
長
官
又
は
厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
違
反
行
為
が
あ
っ
た
場
合
等
に
は
、
特
定

業
務
委
託
事
業
者
等
に
対
し
、
指
導
、
助
言
、
勧
告
、
命
令
、
公
表
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
、
国
は
、
特
定
受
託
事
業
者
に
係
る
取
引
の
適
正
化
及
び
特
定
受
託
業
務
従
事
者
の
就
業
環
境
の
整
備
に
資
す
る
よ
う
、
特

定
受
託
事
業
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

十
一
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。


